
会議の概要(議事録) 

会議 の名 称 
（番号） 

３－２１ 
第１３期第 4 回 食品衛生推進会議 

開 催 日 時  令和５年５月１０日 午後 2 時から午後 4 時まで 

開 催 場 所 区役所 82 会議室 

出 席 者 数 

１４人【委員】河西紀道、森八一、坪谷正人、髙橋香菜子、平賀浩士、 

渡部真由美、宮本真一、鈴木睦雄、鈴木初代 

【事務局】生活衛生課長、食品衛生係長及び主査、係員２名 

会 議の 公開 

（ 傍 聴 ） 
公開(傍聴できる) 傍聴者数 ― 

議 題 

１ 座長あいさつ 

２ 報告事項 

 ⑴ 推進員の変更について（資料１） 

 ⑵ 令和４年度食品衛生推進会議の開催状況について（資料２） 

 ⑶ 令和 4 年度食品表示法・健康増進法第６５条に係る対応状況について（資料３） 

⑷ 令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画について（別添資料） 

 ⑸ HACCP ステッカーの交付について（資料４） 

２ 議題 

 ⑴ 令和５年度食品衛生推進会議の活動計画について（資料５） 

 ⑵ 令和５年度普及啓発関係事業について（資料６） 

３ 情報提供 

 ⑴ 東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況（資料７） 

 ⑵ 区内施設における苦情事例について（資料８） 

４ 食品衛生推進員からの報告 

配 付 資 料 

１ 第１３期墨田区食品衛生推進員名簿 新旧表 

２ 令和４年度食品衛生推進会議 開催状況 

３ 令和４年度食品表示法・健康増進法第６５条に係る対応状況 

４ HACCP ステッカーの交付について 

５ 食品衛生推進会議の開催および活動事業等の計画 

６ 令和 5年度普及啓発関係事業について 

７ 令和 5年東京都食中毒発生状況（速報値） 

８ 区内施設における苦情事例について 

別添資料 令和 5 年度墨田区食品衛生監視指導計画について 

 

 



会 議 概 要 

１ 座長あいさつ 

  座長からあいさつがあった。 

２ 報告事項 

⑴ 推進員の変更について（資料１） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

特になし 

⑵ 令和４年度食品衛生推進会議の開催状況について（資料２） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

特になし 

⑶ 令和４年度食品表示法・健康増進法第６５条に係る対応状況（資料３） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

・ 表示に関して個人的には・（中黒）でなくても、（句点）でもいい気はする。 

・ トレハロースは添加物なのか？ 

→既存添加物リストに掲載されており、添加物で間違いない。 

ただし、表示方法は用途によって変わるので、どのような用途で使用されているのか

等を確認した上で、別途情報提供を行う。 

・ 屋号及び住所とあるが、これは法人情報を書く必要があるということか？ 

→そのとおり。個人営業の場合は個人名、法人であれば会社名を書く必要がある。 

屋号を書くこと自体は問題ないが、屋号のみで会社名が書かれていないのは食品表

示法上違反となる。 

⑷ 令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画について（別添資料） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

・ ７件意見があったといったが、内訳は？ 

→前回の推進員会議の会場で６件、パブコメで１件となっている。 

⑸ HACCP ステッカーの交付について（資料４） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

   ・ 一般の人にも HACCP をもっと理解してもらわないといけない。 

HACCP のステッカーを貼ってあることが、店側が飲食物の製造から提供までの衛生

管理をしっかりと行っていることを表している、ということを消費者が理解できていれ

ば、家庭でのアドバイスも店側からしやすくなる。 

また、客の理解が深まることで、客側から HACCP ステッカーを貼っていないのか？と

聞いてもらえるようになると、店側も取り組まなければという意識も芽生えるのではない

かと思う。 

   ・ ステッカーの大きさをはがき大くらいにすることはできないのか 

→検討する。 



   ・ 丸井やスカイツリーに入っている店は大きなところも多く、本部から HACCP の取り組

みをするように言われているところも多いだろう。一般の飲食店や区内の老舗の飲食

店などで HACCP の取り組みが広がるとうれしいと思う。 

   ・ 商業施設等を除いた一般飲食店のステッカー交付件数が 2 件とあるが少ない気がす

る。もっと増えることを望む。 

→資料の数字は２０２３年版の新しいステッカーの交付実績が２件という意味である。

集計期間が２週間程度のため少ないが、これからしっかり周知する。 

 

２ 議題 

⑴ 令和５年度食品衛生推進会議の活動計画について（資料５） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

  ・すみだまつりでは保健所は何をするのか。 

   →コロナ以前は血管年齢測定のほか、食中毒予防のための展示を行っていた。

今年は、出店したいと考えているが、内容は未定である。 

   当日は飲食や物販の出店も予想され、取り扱い等の監視を行う。 

  ・花火大会の時は何をするのか 

   →屋台など飲食店の臨時出店の監視を行う。 

⑵ 令和５年度普及啓発関係事業について（資料６） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

  ・食中毒を予防する上では、徹底的な手洗いと加熱が大切である。 

   手洗いマイスターと共同で、普及啓発活動を頑張ってもらいたい。 

  

３ 情報提供 

⑴ 東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況（資料７） 

⑵ 区内施設における苦情事例について（資料８） 

事務局が概要を説明した。 

【主な意見等】 

    特になし 

 

４ 食品衛生推進員からの報告 

・ビッグサイトで行われていた麵産業展の催しに参加し、食中毒の防止について

の説明を行った。 

・フードパントリーを利用された人へ食品衛生係が作成した食中毒啓発のクリア

ファイルとチラシを配布した。 

・町会の総会の場で手洗いの仕方などを教えた。 

・自社の店舗にアニサキスについてのポスターを掲示した。 

・衛生関係のステッカーがあると客の立場からお店に対して、安心安全の目印に

なる、と思った。 



 

・インターネットを使って、区のホームページなどから食品衛生の情報を取り入

れられる方ばかりではないので、今回の区報のように、ＨＡＣＣＰについての

特集といったことを定期的に行ってほしいと思った。 

・墨田区が推進している介護予防の脳トレ教室の自主活動をしており、参加者の

区民に対して保健所が行う食品衛生監視や食中毒の予防についての説明を行っ

た。 

・食育フェスティバルの時に、今回の区報などの啓発物を配布できるようにして

ほしい。 

・掲示板や社内コミュニケーションツールを活用しての家庭等での食中毒予防に

ついて啓発を行った。 

・社内で毎月食品回収の事例がないかどうかについて徴収を行い、周知した。 

【事務局】 

・食品衛生に関してお客さんにも関心を持ってもらい、お店の人に聞いてほしい

という言葉があったが、我々の理想はその形であると思う。そのようになると

とお店側も緊張感をもって日々の業務に臨めると思う。 

・花火大会中の出店に関して、例年１，２施設程度無許可で行っているところも

あるので、そのような営業者に対しても指導を行っている。 

・更新講習会向けに、坪谷委員の手洗いの様子の写真を撮らせてもらったことは

うれしく思っている。我々の指導ではどうしても限界があるので、坪谷委員の

ように事業者の立場の人から啓発してもらえることは、我々の指導とは違った

効果があるのではないかと期待している。 

・ＨＡＣＣＰの取り組みに関してしっかり取り組んでいる事業者もいるため、そ

ういった事業者がいるということを区民の方に周知したいという狙いもあって

今回の区報の特集を作成した。推進員の皆様の反応が良く、大変嬉しく思う。 

 

会議の概要は、以上である。  

所 管 課 保健衛生担当生活衛生課 食品衛生係（内線３５９７） 



第１３期第４回 墨田区食品衛生推進会議次第 
 

１ 報告事項 

 ⑴ 推進員の変更について（資料１） 

   

 ⑵ 令和４年度食品衛生推進会議の開催状況について（資料２） 

   

 ⑶ 令和 4 年度食品表示法・健康増進法第６５条に係る対応状況について（資料３） 

    

 ⑷ 令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画について（別添資料） 

    

 ⑸ HACCP ステッカーの交付について（資料４） 

    

２ 議題 

 ⑴ 令和５年度食品衛生推進会議の活動計画について（資料５） 

    

 ⑵ 令和５年度普及啓発関係事業について（資料６） 

    

３ 情報提供 

 ⑴ 東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況（資料７） 

  

 ⑵ 区内施設における苦情事例について（資料８） 

 

４ 食品衛生推進員からの報告 

 

 

 

※次回予定 令和５年１０月１１日（水）午後２時から 墨田区役所１２階１２２会議室 



【新たに委嘱した委員】（敬称略）

備考

【解職した委員】（敬称略）

備考

日本たばこ産業株式会社

宮　本　　真　一（みやもと　しんいち）

狩　野　　拓　英（かのう　たくえい）

第１３期　墨田区食品衛生推進員名簿　　新旧表

氏　　名 所属団体等

氏　　名 所属団体等

日本たばこ産業株式会社

資料１



令和4年４月１日から令和６年３月３１日（敬称略）

№

1 河　西　　紀　道 （かわにし　のりみち） 墨田区食品衛生協会 みつまさ

2    森　　　八　一 （もり　やいち） 墨田区食品衛生協会 森八

3 大　橋　　　行 （おおはし　とおる） 墨田区食品衛生協会 スナック旅路

4 佐　伯　　信　郎 （さえき　のぶお） 墨田区食品衛生協会 かめぱん

5 坪　谷　   正  人 （つぼや　まさと） 墨田区食品衛生協会 焼鳥　奥尻

6 鈴　木　　健　志 （すずき　けんじ） 墨田区食品衛生協会 志゛満ん草餅

7 髙　橋　　香菜子 （たかはし　かなこ） 株式会社雅

8 平   賀　　浩　士 （ひらが　ひろし） すみだ地域栄養ネットワーク

9 　森　　　綾　香　　（もり　あやか） 花王プロフェッショナル・サービス株式会社

10 渡　部　　真由美 （わたなべ　まゆみ） アサヒ飲料株式会社

※11 宮　本　　真　一 （みやもと　しんいち） 日本たばこ産業株式会社

12 黒　﨑　　一　広 （くろさき　かずひろ） 株式会社丸井

13 鈴　木　　睦　雄 （すずき　むつお） 男の料理教室 すみだ食遊会

14 鈴　木　　初　代 （すずき　はつよ）

※新任

№ 所属等 備考

1 杉　下　　由　行 （すぎした　よしゆき） 保健衛生担当部長 墨田区保健所長

2 村　田　　大　輔　 （むらた　だいすけ） 生活衛生課長 司会

3 中　谷　　航　平 （なかや　こうへい） 食品衛生係長 全体調整担当

4 川　崎　　健　一 （かわさき　けんいち） 食品衛生係主査 連絡等担当

5 大儀見　　純　輝 （おおぎみ　じゅんき） 食品衛生係

6 鳴　海　　弥　佳 （なるみ　やよい） 食品衛生係 管理栄養士

氏　　名

第１３期　墨田区食品衛生推進員名簿

氏　　名

《参考》　　　　　　　　　令和５年度事務局職員名簿　 　　　　　　電話03-5608-6943

所属団体等

すみだ食育ｇｏｏｄネット



   ○墨田区食品衛生推進員設置要綱 

 

平成１０年５月２２日１０墨保保第１０７号 

平成１２年３月２７日１１墨保保第１２０２号 

平成１６年２月２７日１５墨衛生第１３１７号 

最終改正 令和３年５月３１日３墨福衛生第５１７号 

 

 （設置） 

第１条 食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進し、もっ

て区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生法（昭和２２年法律第２

３３号。以下「法」という。）第６７条の規定に基づく墨田区食品衛生推進員

（以下「推進員」という。）を設置する。 

 （職務） 

第２条 推進員の職務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 食品等事業者（法第３条第１項に規定する食品等事業者及び食品営業者

団体をいう。以下同じ。）又は区民からの食品衛生に関する相談に応じ、助

言等を行うこと。 

 ⑵ 区が開催する食品衛生推進会議に参加し、食品衛生の向上、区の食品衛生

監視指導計画策定及び食品衛生に関する施策の実施状況等に関し必要な提

言等を行うこと。 

 ⑶ 区が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力すること。 

 ⑷ 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。 

２ 前項第２号に規定する食品衛生推進会議について必要な事項は、保健衛生

担当部⾧が別に定める。 

 （組織） 

第３条 推進員は、２０人以内をもって組織する。 

２ 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者で、社会的信望があり、かつ、

食品衛生の向上に熱意と識見を有するもののうちから区⾧が委嘱する。 

 ⑴ 食品等事業者又はその業務に従事する者 

 ⑵ その他区⾧が適当と認める者 

 （任期） 

第４条 推進員の任期は２年とし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間と

参考 



する。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、推進員が前条第２項に定める要件に該当しなく

なったとき又は区⾧が必要と認めたときは、推進員の委嘱を解くことができ

る。 

 （責務） 

第５条 推進員は、その職務を遂行する上で知り得た食品等事業者その他の者

の営業上の情報又は個人情報を他の者に漏らしてはならない。 

２ 推進員は、その職務を遂行するために必要な知識、技術等の習得に努めなけ

ればならない。 

 （報酬） 

第６条 推進員は、区⾧が別に定めるところにより、報酬を支払う。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置について必要な事項は保

健衛生担当部⾧が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１０年６月１日から適用する。 

２ 平成１０年度に委嘱する推進員の任期は、第４条第１項の規定にかかわら

ず、平成１２年３月３１日までとする。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年２月２７日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 

 



令和４年度食品衛生推進会議 開催状況（第１３期第１回～第３回） 
 

○第１回 令和４年５月１１日 墨田区役所１２２会議室 

１ 報告事項 

⑴  令和３年度食品衛生推進会議の開催状況について 

⑵  令和３年度食品表示法・健康増進法第６５条に係る対応状況について 

⑶  令和４年度墨田区食品衛生監視指導計画について 

⑷  令和４年度食品衛生管理ファイルの作成について 

２ 議題 

⑴  令和４年度食品衛生推進会議の活動計画について 

⑵  令和４年度普及啓発関係事業について 

３ 情報提供 

⑴  東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況 

⑵  食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて 

 

○第２回 令和４年１０月１２日 墨田区役所１２３会議室 

１ 報告事項 

⑴  推進員の変更について 

⑵  食品衛生夏期対策事業の実施結果について 

２ 議題 

⑴  ＨＡＣＣＰの普及啓発について 

⑵  令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画の主な事業について 

⑶  食品ロス削減に向けた取り組みについて 

３ 情報提供 

⑴  東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況について 

⑵  すみだこの新聞掲載について 

⑶  すみだまつり、食中毒予防キャンペーンについて 

 

 

 

 

 

資料２ 



○第３回 令和５年２月８日 墨田区役所１２３会議室 

１ 報告事項 

⑴  食中毒予防キャンペーンの実施結果について 

⑵  令和４年度食品衛生歳末一斉事業の実施結果について 

⑶  普及啓発用品の作成について 

２ 議題 

⑴  令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画について 

⑵  令和５年度食品表示法・健康増進法第６５条執行対策等年間事業計画につい

て 

⑶  令和５年度ＨＡＣＣＰ推進計画について 

⑷  令和５年度食品衛生推進会議の開催及び活動事業等の計画について 

３ 情報提供 

⑴  東京都内及び墨田区内の食中毒発生状況 

  



 

令和４年度食品表示法・健康増進法第 65条に係る対応状況 

１ 相談実績(令和４年４月～令和５年３月) 
 項目 件数 例 

食品 

表示法 

衛生事項 99 
・果実酒の詰め合わせセットの一括表示方法 

・餃子（そうざい半製品）の一括表示方法 

保健事項 19 
・牛乳で希釈する濃縮タイプの飲料の栄養強調表示について 

・特別用途食品の栄養成分表示について 

健康 

増進法 
虚偽誇大広告[第 65 条] 3 乳酸菌飲料の TVCM について 

 

２ 最近の事例紹介 

今月実施した収去検査の際に、和生菓子（どら焼き）で以下のとおり不適切な表示を発見した。 

 

不適切な点は以下のとおり。 

〇品名に、一般的な名称ではなく、商品名が記載されている。 

〇項目名について、「原材料名」が「材料」、「製造者」が「製造」になっている。 

〇原材料名のつなぎが「、（読点）」ではなく「・（中黒）」になっている。 

〇原材料と添加物が明確に区分されていない。 

〇原材料のうち、重量の比率が第１位の小麦粉の製造地表示がされていない。 

〇期限表示について、一括表示部分以外に表示するのであれば、具体的な期限表示の表示箇所を記載 

しなければならない。 

〇保存方法について、常温で保存すること以外に注意することがあれば表示しなければならない。 

〇製造者は、氏名又は名称及び住所の表示が必要であるが、屋号及び住所が表示されている。 

 

屋号 

資料３ 

商品名 



130-8640
03-5608-6943 FAX 03-5608-6405

E SEIKATUEISEI@city.sumida.lg.jp
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令和５年度墨田区食品衛生監視指導計画 
 

第 1章 令和５年度食品衛生監視指導計画の概要 

 

 

 

１ 目的 

  この監視指導計画は、食品等の安全を確保し、食中毒など飲食に起因する衛生上

の危害発生を防止し、区民の健康保護を図ることを目的とします。 

  また、食品等事業者の行う HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理を支援すると

ともに、区民及び食品等事業者に積極的に食品衛生情報を提供し、食の安全確保の

ため、区民、食品等事業者、区・保健所との連携を推進します。 

２ 監視指導計画の対象 

  ①「食品衛生法」に基づく営業許可・届出施設及び営業者、輸入者、②「食鳥処

理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく食鳥処理施設、③消費者 

３ 実施期間 

  令和５年 4月 1日から令和６年 3月 31日まで 

４ 監視指導の実施体制と国や他自治体との連携 

 ⑴ 墨田区保健所の体制 

   監視指導は、生活衛生課食品衛生係の食品衛生監視員１４名と栄養士１名で行

います。施設に立ち入る際は、新型コロナウイルス等の感染拡大防止に配慮しま

す。 

 ⑵ 区役所内の連携 

   学校や保育所、社会福祉施設における給食の衛生管理については、学務課、子

ども施設課、介護保険課、高齢者福祉課等と連携して指導します。 

   大規模食中毒発生時などは、安全支援課と連携して危機管理に対応するほか、

感染症の疑いがある場合は、保健予防課と合同で調査します。 

   アレルギー物質の表示違反などは、安全支援課にも報告して対応します。 

   区民への情報提供、普及啓発に当たっては、広報広聴担当、保健計画課、保健

センター、地域活動推進課、産業振興課、経営支援課、環境保全課、すみだ消費

者センターとも連携して活動します。 

 ⑶ 国や他の自治体との連携 

   大規模製造業、食品流通拠点及び輸入食品並びに複数の区にまたがっての有害

食品の排除及び違反処理などに係る監視指導は、東京都と特別区との役割分担を

決めた協定に基づき、東京都と連携協力しながら実施します。 

 墨田区では、食品衛生監視指導計画（以下「監視指導計画」という。）を区民
の皆様や食品等事業者の方のご意見を伺いながら策定します。 



                              

 ２ 

   大規模食中毒が発生した場合や法律に違反する広域流通食品を発見したとき

などは、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁並びに東京都や他自治体と連携協

力を図りながら対応します。 

５ 試験検査の実施機関 

  食品の試験検査は、食品衛生法に基づく登録検査機関、東京都健康安全研究セン

ター等で実施します。また、「墨田区食品衛生検査業務管理要綱」に基づき、内部

点検を定期的に実施し、試験検査に関する事務の管理を適切に行います。 

 

第２章 わかりやすい食品衛生行政の推進 
 

 

 

 

１ 監視指導計画案への意見募集 

  監視指導計画の策定に当たっては、区民の皆様に案を公表し意見を伺います。寄

せられた意見は整理・検討した後に区の考え方を示し、監視指導計画を公表します。 

２ 監視指導の実施状況等の公表 

  監視指導計画に基づく施設への立入検査や食品の収去（抜取り）検査の結果等は、

取りまとめて翌年度の６月までに公表します。また、食品衛生夏期対策及び歳末一

斉の結果についてもまとまり次第、公表します。 

３ 食品衛生推進員 

  墨田区では、食品等事業者が行う食品衛生向上に関する自主的な活動を促進し、

区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生推進員を委嘱しています。 

  区長が委嘱した食品衛生推進員 1４名の皆様には、①食品衛生に関する相談対

応、②監視指導計画及び施策等に対する提案、③普及啓発活動への協力、④地域の

情報収集等の活動をお願いしています。区は食品衛生推進員の意見を参考にしなが

ら食品衛生行政に反映します。 

４ 食の安全に関する情報提供及び普及啓発事業 

  消費者・食品等事業者にリスクコミュニケーションの考え方に基づき、食の安全

に関する情報提供等を行い、食育にも取り組みます。 

  食品等事業者だけでなく一般消費者への普及啓発を強化し、生又は加熱不十分な

鶏肉料理等の危険性をわかりやすく周知することで食べないように行動変容を促

します。特に食中毒で重症化しやすい子供や高齢者へは控えるよう周知します。 

  また、魚介類の刺身等で寄生虫の食中毒が増加しているため、注意を促します。 

 ⑴ 各種媒体による情報提供 

   消費者に対しては、ホームページや SNS、YouTube、区報、町会回覧等によ

 食品等事業者、消費者、学識経験者等で構成する食品衛生推進員、食品衛生講
習会等の場及び区報やホームページを活用し、監視指導計画や食品衛生に関する
情報及び意見の交換を行い、わかりやすい食品衛生行政を展開します。 



                              

 ３ 

り、食中毒予防、違反食品の公表等、食品衛生情報をわかりやすく提供します。 

   外国人来訪者への食物アレルギー対策として、多言語併記のコミュニケーショ

ンシートのパンフレットを飲食店に配布し、活用を促します。また、食物アレル

ギーについての普及啓発を強化します。 

 ⑵ 普及啓発用品の配布・貸出し 

   親しみやすい独自の食品衛生キャラクター「すみだこ」を活用した普及 

  啓発用品を身近に置いてもらうことで食品衛生意識の向上を図ります。 

   また、食品衛生かるたや DVD、手洗いチェックキット等を貸出します。 

 ⑶ 食品の安全に関する講習会等の実施と情報及び意見の交換 

  ア 食品衛生や表示に関する講習会を実施し、参加者との意見交換を行います。 

  イ 区民からの依頼に基づく食品衛生出前講座を実施します。 

  ウ 保健センターで実施する事業等の場を活用して、食品の 

   安全性や表示に関する情報提供と意見交換を行います。 

  エ 墨田区食品衛生協会の手洗いマイスターと連携して正し 

   い手洗いの普及啓発を図ります。 

 ⑷ 情報提供及び意見交換のためのイベントの開催 

   関係部署と連携し、食中毒予防キャンペーンなどのイベントにおいて、食の安

全についての情報提供と意見交換を行います。 

 ●主なイベント 

５ 食中毒事件等の報道機関への発表 

  食中毒等の健康被害が発生した場合や違反食品を発見した場合など、食品衛生上

の危害防止や普及啓発の観点から、必要に応じ報道機関に発表を働きかけます。 

 

第３章 食品等事業者に対する監視指導 

 

 

 

 

１ 重点的に監視指導する事項 

 ⑴ 食品による健康被害の防止 

   食品が腐敗、変敗、未熟、有害、病原微生物、不潔、異物混入その他の事由に

イベント名 実施場所 実施時期 

すみだ食育フェス 区役所１階アトリウム ６月 

食中毒予防キャンペーン 区役所１階アトリウム ８月 

すみだまつり（保健所コーナー） 錦糸公園 １０月 

 墨田区における食品の製造、加工、調理、流通等の状況や食品衛生上の事故
発生状況を踏まえ、重点的に監視指導すべき項目を定め、効率的かつ効果的な
監視指導を進めます。指導した施設については、改善状況の確認を徹底します。 

手洗い実習 



                              

 ４ 

より、人の健康を損なうおそれがないかの確認を徹底して行います。 

 ⑵ 食品等の規格基準及び食品表示基準の遵守 

   食品又は添加物が規格基準に合致しているかの確認を徹底します。 

   食品表示については、令和２年４月から栄養成分表示が原則義務化されたこと

に注意し、対応状況の確認を重点的に行います。対応が不十分な施設には、早急

に改善するよう指導し、必要に応じて確認のための検査を行います。 

 ⑶ 施設基準と公衆衛生上必要な措置の基準の遵守 

   営業施設等が施設基準に適合しているか及び公衆衛生上必要な措置の基準を

遵守しているかを確認し、指導します。また、食品衛生法の改正により令和３年

６月から新しい営業許可・届出制度が適用されているため、周知を徹底します。 

 ⑷ 食肉の生食等による食中毒防止 

   生食用牛肉には衛生基準があり、また、牛レバーと豚肉（内臓を含む）は生食

用としての提供が禁止されているため、その遵守の徹底を指導します。 

   鶏肉には法規制がなく、区内では平成 20年以降、居酒屋等で生又は加熱不十

分な鶏肉料理等によるカンピロバクター食中毒が、ほぼ毎年発生しています。 

   このため、鶏肉等の食肉は十分加熱して提供すること、焼き肉店では利用客が

十分に加熱して食べるよう注意喚起を徹底することを指導し、継続的に実施状況

の確認を行います。 

 ⑸ 魚介類の刺身等の寄生虫による食中毒防止 

   近年、魚介類の寄生虫による食中毒が多く発生しています。なかでも、アニサ

キスを原因とする食中毒は発生件数が多く、区内でも平成２９年以降毎年発生し

ています。 

   アニサキスの原因となる刺身や寿司などの生食用の魚介類を提供する魚介類

販売店や飲食店に対し、調理時の目視確認の徹底や冷凍処理（－２０℃、２４時

間以上）の実施などを指導します。 

 ⑹ 大規模調理施設、社会福祉施設、学校等の集団給食施設等の一斉点検 

   仕出し弁当屋などの大規模調理施設、病院、社会福祉施設、学校、社員食堂等

については、国の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、調理従事者の

毎日の健康状態の確認及び記録の実施、生野菜の殺菌等食品の取扱いについて重

点的に一斉点検を行い、食中毒の発生を予防します。 

２ 食品全般に係る監視指導 

  区内で製造、調理、販売等される食品について、食中毒等を未然に防止するため

の監視と自主検査の状況や過去の検査結果に基づく計画的な食品の収去（抜取り）

検査を行います。 

  特に、テイクアウトや宅配等を実施している飲食店が増えていることを踏まえ、

これらの店に対して衛生管理の徹底や適切な温度管理等について指導を行います。 



                              

 ５ 

３ 食品群ごとの食品供給工程（フードチェーン）を通じた監視指導 

  食品群ごとに食品等事業者の監視指導を実施し、食品供給工程（フードチェーン）

を通じた衛生管理（別表１）の徹底を図り、区内流通食品の安全を確保します。 

  特に、ふぐの取扱施設については、「東京都ふぐの取扱い規制条例」に基づき、

有毒部位の処理や認証の有無等について重点的に監視指導を行います。 

４ 食品関係営業施設への監視指導目標回数 

  過去の食中毒の発生頻度、その食品の広域流通性及び営業の特殊性などを考慮し

て各業種、施設をランク分けし、監視指導目標回数を設定します。 

  営業届が必要な施設については、届出の有無の確認を中心に監視指導を行います。 

 ●業種別年間監視指導目標回数【年間監視指導目標件数３,０００件以上※】 

分類 目標回数 

大規模食中毒発生の危険度が高い業種 

・飲食店営業（ホテル、仕出し） 
年間３回以上 

食中毒や違反発生の危険度が高い業種 

・飲食店営業（弁当、焼肉） 

・給食施設（社会福祉施設） 

・食肉製品製造業、食肉処理業 

年間２回以上 

苦情や違反が比較的少ない業種 

・飲食店営業（すし屋、ふぐの取扱施設、屋形船） 

・給食施設（学校、保育園、病院等） 

・そうざい製造業、菓子製造業、豆腐製造業、麺類製造業、水産製品

製造業、アイスクリーム類製造業等 

年間１回以上 

食中毒発生の危険度が低く、苦情や違反事例もほとんどない業種 

・模擬店等イベントの届出施設 

・上記分類以外の飲食店営業や製造業、販売業、届出営業 

必要に応じて 

改善状況の確認のため継続的に監視指導が必要な施設は、別途、施設ごとに年間の目標

回数を設定して、重点的に監視指導を行います。 

 ※営業許可・届出業種に対する件数 

５ 季節的、業態別の重点監視指導 

 ⑴ ４月から５月 

  ・学校・保育園給食施設の食中毒予防対策に重点的に取り組みます。 

  ・カンピロバクター食中毒対策として、焼肉店や居酒屋などに立入検査等を実施

し、生肉の危険性について注意喚起します。 

  ・アニサキス食中毒対策として、スーパー、鮮魚店、すし屋などに立入検査等を

実施し、調理時の目視確認の徹底等について指導を行います。 

 ⑵ ６月から８月（夏期対策） 



                              

 ６ 

  ・夏期における食中毒の発生を未然に防止するため、東京都と協力して食品等の

衛生的な取扱い、添加物の適正使用や適正表示の一斉監視指導を行います。 

 ⑶ ９月から１０月 

  ・ノロウイルス流行前に社会福祉施設、病院、社員食堂等の給食施設を重点的に

監視指導します。特に検便、健康チェックの実施について指導を行います。 

 ⑷ １１月から１２月（歳末一斉） 

  ・東京都と協力して贈答用、クリスマス用、正月用など多種多様の食品が短期間

に大量に流通する歳末の時期にあわせ、これらの食品の検査及び食品等事業

者に対する一斉監視指導を行います。 

 ⑸ １月から３月 

  ・学校・保育園への納入施設、食品製造施設、食品輸入施設に対して重点的に監

視指導を行います。 

６ その他の重点事項 

 ⑴ イベントの模擬店等に対する適切な指導 

   「すみだまつり」等イベントの模擬店で食品を提供する場合は、「墨田区行事

における臨時営業等取扱要綱」に基づく届出や許可が必要なため、出店者に要綱

の内容をわかりやすく周知し、事前に十分な説明と適切な衛生指導を行います。 

 ⑵ 虚偽誇大広告防止等のための事前相談事業 

   健康増進法に基づく食品の虚偽誇大広告に関する規定や食品表示基準を遵守

してもらうため、事前相談の受付により適正な広告作成の指導を行います。 

 ⑶ 輸入食品の一斉点検 

   国の検査の実施状況や違反事例等の情報を勘案して、区内の輸入業者が取り扱

う食品を中心に収去（抜取り）検査を行うほか、表示の監視指導を強化します。

また、講習会への参加等を指導し、自主的衛生管理の推進を図ります。 

 ⑷ 保菌者検索事業の実施 

   腸管出血性大腸菌とサルモネラについて、東京都と協力して保菌者の調査を実

施し、食中毒発生の探知に努めます。 

７ 食品関係営業施設への立入検査計画及び収去検査計画 

 ⑴ 食品関係営業施設に対する立入検査計画 

   別表２の「令和５年度立入検査計画及び講習会等事業予定表（含リスクコミ

ュニケーション）」に基づき、施設の立入検査を行います。 

 ⑵ 食品の収去（抜取り）検査計画 

   別表３の「令和５年度収去検査計画予定表」に基づき、次の食品を対象に必

要に応じて細菌や添加物等の検査をします。【年間検査目標２００検体】 



                              

 ７ 

  ア 食中毒を起こしやすい食品 

    東京都における最近の食中毒発生状況を分析し、食中毒を起こ 

   しやすい食品を対象とします。 

  イ 規格基準が定められている食品 

    添加物を使用している食品や食品衛生法に基づく規格基準のあ 

   るアイスクリーム類、魚肉ねり製品、魚介類の刺身などを対象とします。 

  ウ 大量調理食品 

    ホテルや仕出し弁当屋等で大量に調理、販売され、事故が起きた場合に広

範囲に影響を及ぼすような食品を対象とします。 

  エ 高齢者や病人等に提供される食品 

    老人福祉施設や病院などのほか、地域で販売されている食材やそうざい類

の中から必要に応じて検査対象とします。 

 ⑶ 違反等を発見した場合の対応 

  ア 設備・取扱いの違反を発見した場合 

    立入検査の結果、施設基準、食品の製造基準等に違反した事例や明らかに

不衛生な食品を発見した場合には、その場で改善指導を行います。また、必

要に応じて改善命令等の不利益処分を行い、改善の確認をします。 

  イ 違反食品を発見した場合 

    収去（抜取り）検査の結果、指導基準に違反する場合は原因を調査し、再検

査を行うなどして改善を指導します。規格基準に違反した場合は、必要に応じ

て販売禁止命令等の不利益処分を行う等、迅速かつ適切な措置を講じ、違反食

品の排除と改善の確認を行います。 

  ウ 違反の公表 

    不利益処分などを行ったときは、速やかに違反者の名称・施設名などを「墨

田区食品衛生法違反者等の公表要綱」に基づいてホームページに公表します。 

８ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 ⑴ 食中毒等発生時の対応 

   患者の症状や食事内容を調査し、食品、便等の検査結果から迅速な原因究明を

行います。必要に応じ、営業停止処分や、施設の改善勧告及び調理従事者に対す

る衛生教育等を行い、被害の拡大並びに再発の防止に努めます。区民には、関連

情報を公表し、厚生労働省等へ調査結果を報告します。 

   また、「墨田区食中毒対策マニュアル」を常に見直し、随時、職場内研修を行

うなどして平時から危機管理体制を整えます。 

 ⑵ 感染症係との連携 

   ノロウイルスなど、食中毒か感染症かの区別が難しい事例に対応する際は、保

健予防課感染症係と連携して合同調査を行い、原因究明に努めます。 

９ 食鳥処理場の安全確保 

収去検査の様子 



                              

 ８ 

  「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づいて、食鳥処理場等

の申請書類の受理、許可調査、監視指導、鶏肉等の衛生検査及び疾病の確認・状況

報告の受理業務を通し、鶏肉等の安全を確保します。 

 

第４章 食品等事業者による自主的衛生管理の推進 

 

 

 

 

１ 自主的衛生管理の推進 

 ⑴ 食品等事業者の責務規定 

   違反食品の発見や食中毒発生時における原因食品の速やかな特定、排除を行う

ため、食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全確認、記録の作成及び

保存等の指導を行います。 

 ⑵ 食品衛生管理者等の設置 

   食品衛生管理者、食品衛生責任者の設置の徹底を図り、食品等事業者による自

主的な衛生管理を推進します。 

 ⑶ 食品衛生自治指導員活動の支援 

   墨田区食品衛生協会が食品衛生自治指導員活動として行っている「食品衛生管

理ファイル」の活用促進や営業施設の巡回指導を支援します。 

   夏には、墨田区食品衛生協会と協力して食中毒予防キャンペーンを開催します。 

 ⑷ 優良施設の表彰 

   「食品衛生管理ファイル」等による衛生管理を行っており、施設・設備の衛生

管理が優良な施設に対して、食品衛生意識の向上を図るため墨田区食品衛生協会

と共催で表彰を行い、受賞施設はホームページに掲載します。 

２ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）導入への支援・指導 

 ⑴ 対応状況の確認と指導 

   令和３年 6月からＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生 

  管理が義務化されたため、対応が不十分な施設には国が公 

  表している「手引書」やこの内容に基づく都の「食品衛生 

  管理ファイル」を配布し、記載方法等について継続的に指 

  導します。 

   また、取組中の施設には、ステッカーを交付します。 

 ⑵ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の普及啓発 

 食品等事業者の責務について周知し、その実施について指導します。さらに
講習会の開催や動画の配信によりＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の
着実な導入と定着の支援をしていきます。 

ＨＡＣＣＰステッカー 



                              

 ９ 

   ＨＡＣＣＰ（ハサップ）についての講習会や飲食店事業者向け「食品衛生管理

ファイル」の解説動画により、知識やノウハウの向上を図ります。 

   製造業や販売業等の事業者には、業種別講習会を開催して取組の支援をします。 

   一般消費者には、食品等事業者の取組について普及啓発を行い、ステッカー掲

示店の利用を促します。また、家庭にもＨＡＣＣＰ（ハサップ）の考え方を取り

入れた衛生管理の普及を図ります。 

３ 食品等自主回収（リコール）報告制度 

  食品等事業者自らが食品の自主回収を行う場合、食品衛生法や食品表示法に基づ

く食品等自主回収（リコール）報告制度により、自治体を通じて国へ報告すること

になっています。食品等事業者から報告があった際には、再発防止や消費者への注

意喚起等の指導を行うとともに、回収が円滑に進むよう支援します。 

  また、食品衛生上の危害の発生のおそれがない食品については、食品ロス削減の

観点から、むやみに回収され無駄に廃棄されるなど、過剰な自主回収を誘発するこ

とがないように配慮します。 

 

第５章 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 

 

 

 

 

１ 食品衛生に関する調査研究活動 

  保健所職員の資質向上を図るため、日常業務に関連した調査研究を行います。ま

た、その成果を発表することで、食品衛生に関する新たな知識、技術を広めます。 

２ 保健所職員の研修 

  ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理など職員が統一的な監視指導ができる

よう、関係する研修会等に積極的に参加し、職場内で報告会を行い、的確な業務遂

行に努めます。また、検査に関する知識の習得、技術の向上を図るため、実習を伴

う研修に積極的に参加し、検査体制を強化します。 

３ 食品等事業者及び消費者に対する講習会 

 ⑴ 営業許可更新講習会 

   営業許可の更新を迎える食品等事業者を対象に、営業施設の設備基準及び公衆

衛生上必要な措置の基準、食中毒予防等について最新情報を提供します。 

 ⑵ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）サポート講習会 

   ＨＡＣＣＰ（ハサップ）義務化への対応を中心とした、実習を含む講習会を実

施します。また、解説動画を配信し活用を促します。 

 食品衛生に関する調査研究や職員研修により、人材の養成及び資質の向上を
図ります。また、外国人従事者にも配慮しながら、食品等事業者が責務を果たせ
るよう資質の向上を支援します。 



                              

 １０ 

 ⑶ 食品表示法講習会 

   食品等事業者が自ら判断して適正な表示が作成できるよう 

  に講習会を実施するほか、解説動画を配信し視聴を促します。 

   消費者向けには、食品表示の活用方法等の講習会を実施し 

  ます。また、保健センター等と協力して普及啓発を行います。 

 ⑷ 食品衛生責任者実務講習会 

   食品衛生責任者や前年に新たに営業許可を取得又は営業届出をした食品等事

業者を対象に、墨田区食品衛生協会と共催で講習会を実施します。 

４ 外国人従事者に対する指導 

  外国人従事者に配慮し、外国語併記の衛生教育資料を配布して衛生管理の取組

を支援します。 

食品表示法講習会 

















HACCPステッカーの交付について 
 

１ 目的 

  「ＨＡＣＣＰステッカー」を、墨田区保健所が定めた基準をクリアした施設に交付

し、各施設の衛生管理の取組みのアピールや消費者が店を選ぶ際の目印として活用して

もらう。 

 

２ 交付対象施設 

(1) 衛生管理計画が作成されていること 

「食品衛生管理ファイル」を利用している小規模飲食店は、その計画表に必要事項

がすべて記入されていること。小規模飲食店以外の業種については、厚生労働省が 

公開している各手引書に沿った計画が作成されていること 

(2) 食品衛生監視員が確認を行った日の前１か月以上、衛生管理の記録が行われてい 

ること 

※(1)(2)の両方の条件を満たした施設に対し、HACCPステッカーを交付する。 

 

３ 交付方法 

  監視時もしくは窓口において食品衛生監視員がHACCPに沿った衛生管理の計画及び 

記録を確認し、基準を満たした施設に対して交付する。 

 ※交付は原則１回とする。 

 

４ 実施時期 

  令和５年１月から 

 

５ 交付実績（令和５年４月１日現在） 

 ・丸井錦糸町店・・・３９施設 

 ・東京スカイツリータウン東京ソラマチ・・・６０施設 

 ・一般飲食店・・・２施設 

 

６ 今後の計画 

  まずは、利用客が多い錦糸町駅ビル（テルミナ）や楽天地ビルなど区内の大型商業施

設を中心に確認・交付を行い、消費者へ事業者の取組みをアピールするとともに、ステ

ッカーの認知度を向上させる。また、事業者講習会での説明を行い、ステッカーの普

及・啓発に取り組む。 

資料４ 



墨田区食品衛生推進会議
墨田区保健衛生担当・保健所

１　推進会議 活動報告書の提出

２　活動事業等

　①日常相談・情報収集 ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →

(重点項目）販売店
における露出販売、
要冷蔵品の取扱い、
期限表示等の確認

　②チラシ・資料配布 ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →

　③食中毒予防
　　キャンペーン

リバーサイドホール
1階アトリウム

　④食品衛生普及事業
※推進会議として取り
組む事項があれば別
途、協議する。

３　研修会 東京都指定

　◎は必ず参加するもの。　○は見学が可能なもの。

令和５年度の重点検討課題

・消費者に対するHACCPの普及啓発
・生又は加熱不十分な食肉による食中毒予防の普及啓発

〇食育フェ
ス　１５～
１８

○すみだま
つり   1

令和５年度　食品衛生推進会議の開催及び活動事業等の計画

５月 ６月 ７月

◎
１１
(水)

　　　　　　　　　　月
事項

８月 ９月 １０月 １１月 ３月１月 備考

○
８～1４

４月 ２月

◎未定

◎
７(水)

◎
１０
(水)

１２月

○すみだま
つり   30
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令和５年度普及啓発関係事業について 
 

１ スケジュール 

  別紙のとおり 

 

２ 啓発媒体 

（１）区報 

  ・季節に応じた食中毒予防の情報や、講習会やイベントの案内などを不定期で掲載する。 

・企業広告欄に食中毒予防の情報、コメント（50 字以内）を不定期で掲載する。 

   例）「食中毒予防：ノロウイルス食中毒の予防には、手洗いと十分な加熱が有効です！生活衛

生課食品衛生係 ℡5608-6943」 

（２）ケーブルテレビ 

  ・広報番組「ウィークリーすみだ」にて、インタビュー形式で夏の食中毒予防に関する情報や食

中毒予防キャンペーンの開催について告知する。 

（３）ホームページ（以下、HP）、SNS 

  ・HP「すみだこの部屋」で食品衛生に関する情報を定期的に発信する。 

  ・イベントの告知や食中毒予防に関する情報などの発信に区公式フェイスブック、ツイッター

を活用する。 

（４）区職員向け掲示板 

  ・必要に応じて食中毒予防の注意喚起を図る。 

 

３ 事業等（主に例年と異なる事項） 

（１）食中毒予防キャンペーン 

   1 階アトリウムで食中毒予防パネル展を実施する。２日目はクイズ及びアンケートの実

施、チラシの配布を実施するとともに、食品衛生協会の手洗いマイスターへ協力を依頼し、

手洗い指導を行う。 

（２）食品衛生パンフレット及び普及啓発品の作成について 

  ・パンフレット、区内の町会掲示版に掲載するポスター 

デザインから印刷までを業者に委託し作成する。今年度は「手洗い」と「食品ロス」の内

容で、パンフレットを作成予定。 

  ・クリアファイル 

   消費者向け HACCP の内容で作成する。 

（３）普及啓発物の活用 

  ・食品衛生かるた（事業者向け及び消費者向け） 

   貸出しの実施及び HP で印刷用データ公開をしている。かるたの内容で作成したクリア

ファイルを各種イベントや講習会で配布する。 

  ・食品衛生 DVD、手洗いチェックキット 

   区内事業者等に貸出しを実施する。（区報、HP 等で周知） 

  ・消費者向け HACCP ティッシュ、ウェットティッシュ 

HACCP ステッカー交付店舗に、配布を依頼する。 
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４ 消費者向けの啓発 

・HACCP義務化に伴う事業者の取り組みについて、HPに消費者向けのページを作成する。

特に、HACCP 取組中ステッカーについて PR を行い、店を選ぶ際の参考にしてもらう。 

・消費者に HACCP を周知するためのグッズを作成する。（エコバッグ等を検討中） 

・食育フェス（６月）内で消費者向けの食品衛生講習会を実施する。 

 

５ 事業者向けの啓発 

 ・２02３年版「食品衛生管理ファイル（発行：東京都、編集：食品衛生協会）の墨田区版を

用いて、引き続き HACCP 義務化について、講習会や一斉検査、実地検査の際に、確認・

指導する。２０２４年版も記録編の作成を予定している 

 ・業態別に HACCP 講習会を実施する。（HACCP に沿った衛生管理の計画や記録表の作成

方法のほか、食中毒に関すること等） 

 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☆15（木）－18（月） ☆８（火）－1４（月） ☆30(土) ☆1(日)

食育フェス 食中毒予防キャンペーン すみだまつり すみだまつり

（うちわ・パネル展示） （クイズ、手洗い実習

うちわ・パネル展示、）

リクエスト講座（通年）

〇4（火） ●31（水） ☆15（木） ○6（木） ○8（火） ●25(月) ○6（金） ●27(月) ●23(火) ○13（火） ○15（金）

学校給食 更新講習会 食育フェス講習会 保育園給食 食品衛生・HACCP講習会 更新講習会 集団給食 更新講習会 更新講習会 実務講習会 小規模飲食店

〇22（木） 〇12（水） （全業種） ○26（火） ○19（木） ○28（火） ●19(火)

一般飲食・焼肉 小規模飲食店 販売業 菓子・パン 各種製造業 更新講習会

●25（火） ○30（木）

更新講習会 一般飲食・ホテル

使用開始 区内全町会配布、掲示

区報紙面・企業広告欄への掲載（不定期））

SNS（ツイッター、フェイスブック）（不定期）

職員向け掲示板 職員向け掲示板 職員向け掲示板

※　☆消費者向け普及啓発事業　　○事業者向け業態別講習会　　　●事業者向け許可更新講習会　　

推
進
会
議

■　11（水） ■　７（水）

令和5年度食の安全に関する情報提供及び普及啓発事業スケジュール

イ
ベ
ン
ト

講
習
会

パ
ン
フ

レ
ッ

ト
デザイン委託、発注・印刷

広
報

ケーブルテレビ出演
（食中毒予防キャンペーン告知）

■　10（水）
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1　事件数 件
（昨年同期 件）

2　患者数                                                    　　 名
（昨年同期 名）

3　死者数 名
（昨年同期 名）

4　月別食中毒発生状況

(1) 令和5年（2023年）  　月別発生状況    (速報値)

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
件数 8 8 7 23
患者数 112 57 25 194

(2) 令和4年(2022年)  　 月別発生状況    (確定値)

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
件数 8 8 12 11 7 18 13 5 3 3 10 6 104
患者数 14 23 37 66 17 30 68 10 82 11 97 64 519

(3) 令和3年(2021年)  　月別発生状況    (確定値)

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
件数 4 7 16 4 2 5 5 5 6 12 9 8 83
患者数 5 154 41 9 7 116 13 40 25 27 26 147 610

(4) 最近10年間の月別発生状況 （令和4年までの平均値）（確定値）

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
件数 10.0 10.7 12.4 9.6 7.8 11.4 9.8 9.5 11.1 9.9 8.9 10.1 121.2
患者数 205 235 114 159 67 106 54 357 84 72 78 158 1,689
四捨五入の関係で累計と1月～12月までの合計は一致しないことがある

0
0

令和5年東京都食中毒発生状況（速報値）
 (令和5年3月31日現在)
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5　病因物質別発生状況

件数
患者数

(死者数)
件数

患者数
(死者数)

件数
患者数

(死者数)
件数

患者数
(死者数)

件数
患者数

(死者数)

ウイルス ノロウイルス 1 7 4 159 1 18 3 36 6 100

カンピロバクター 1 4 2 9 2 10 4 16 19 81

黄色ブドウ球菌 1 10 1 10 4 34

ウエルシュ菌 5 173

セレウス菌 1 10

サルモネラ 1 9

腸管出血性大腸菌 2 10

耐熱性毒素様毒素遺伝子（astA ）保有
大腸菌(※)

1 29

ボツリヌス菌 1 1 1 1

アニサキス 4 4 16 16 9 9 19 20 62 63

アニサキス及びシュードテラノーバ 1 1 1 1

ヒスタミン

次亜塩素酸ナトリウム

植物性自然毒 1 8

動物性自然毒

7 25 23 194 12 37 28 74 104 519

6　原因施設別発生状況

件数
患者数

(死者数)
件数

患者数
(死者数)

件数
患者数

(死者数)
件数

患者数
(死者数)

件数
患者数

(死者数)

一般 4 13 11 143 7 14 15 29 67 279

仕出し 1 7

そうざい

自動車

要許可 1 10 1 10 2 82

届出 1 18 2 32 5 113

1 1 1 1 3 3 10 10

1 1

1 31

2 2 1 1 3 3

1 8

2 2 6 6 3 4 7 9 15 17

7 25 23 194 12 37 28 74 104 519

(※)本菌の病原性については、いまだ十分に解明されていない。

合計

令和5年（2023年） 令和4年（2022年）

3/1～3/31 累計(3/31まで) 3/1～3/31 累計(3/31まで) 累計(12/31まで)

細菌

寄生虫

化学物質

自然毒

不明

令和5年（2023年） 令和4年（2022年）

3/1～3/31 累計(3/31まで) 3/1～3/31 累計(3/31まで) 累計(12/31まで)

不明

合計

(注)飲食店の「一般」には、一般飲食店、すし屋、弁当屋、そば屋を含む。

飲食店

集団給食

魚介類販売業

家庭

その他

飲食店（そうざい）、魚介類販売業

そうざい製造業



区内施設における苦情事例ついて 
 

【事例①】 タルトケーキのアレルゲン表示記載漏れ 

 

１ 探知 

  令和５年４月３日、区内施設から報告を受理。 

 

２ 内容 

・令和５年４月１日から２日にかけて販売したタルトケーキのアレルゲン表示について

漏れがあった。 

・店内飲食用のメニュー表とテイクアウト用のプライスカードにアレルゲンを記載して

いるが、店内飲食用のメニューのみアーモンドの表記が抜けていた。 

・本件について、自社ホームページで告知済みで、報告時点で客からの健康被害の連絡

は無い。 

・以前にも季節商品として同商品を販売していたが、今回から店内飲食用のメニュー表

を記載するようにした。 

 ・今回の原因として、メニュー表の印刷をする業者へ渡すデータにアーモンドの表示が

抜けていたことが考えられる。 

 

３ 指導内容 

 ・可能であれば、店頭でも本件について告知すること 

 ・客から健康被害の連絡があった場合は保健所へ再度報告すること 

 

 

 

【事例②】ハンバーグプレートのアレルゲン表示記載漏れ 

 

１ 探知 

  令和５年４月３日、区内施設から報告を受理。 

 

２ 内容 

 ・令和５年４月３日、ハンバーグプレートを喫食した客から「卵アレルギーの症状が出

たが、当該メニューに卵は使用されているか」という旨の申し出があった。 

 ・店舗で確認したところ、卵が使用されており、メニュー表のアレルゲン表示が漏れて

いた。 

 ・客には返金対応を行い、それ以上の対応は不要と言われたが、今後どのような対応が

必要か教えて欲しい。 

 

３ 指導内容 

 ・他のメニューについてもアレルギー表示の漏れがないか確認すること 
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